
第４次和光市行動計画　
男女共同参画わこうプラン（素案）

【概要】

令和３年１月

和光市総務部総務人権課



１　策定にあたって

▶計画策定の経緯
〇平成17年（2005年）4月1日「和光市男女共同参画推進条例」を制定。

〇平成18年（2006年）「第2次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン【改訂版】」を策定。

〇依然として性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会習慣は根強く残る。また、社会状況
の変化により、新たな課題も浮上。

〇令和2年度末の第3次わこうプランの計画期間満了に伴い、前計画の取組成果と課題、この間の社会状
況を踏まえ、第４次わこうプランとして、基本目標と方針、施策について策定する。

▶本計画について

以下に掲げる法令等に基づく計画として位置づけ
〇「男女共同参画基本法」第14条第3項
〇「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項
〇「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項
◎和光市男女共同参画推進条例
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２　第４次わこうプランの改良点

◎　計画策定の背景
　　世界→国→埼玉県→和光市　の順に動きを
　　「簡潔に、見やすく」記載。

◎　・和光市の統計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 ・令和元年度市民意識調査結果 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 ・第３次わこうプランの数値目標達成状況
　　 ・第３次わこうプランでの取組    　　                                         
　　      

◎　ＳＤＧｓとの関係性を明記                                                      

課題を含めた
振り返り
を記載

（1）計画の構成

第４次
わこうプラン

の施策へ繋げる
（2）取組施策の再考

◎　取組内容が重複しないよう施策を設定                                    
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　平成３１年の審議会等の委員
に占める女性の割合37.0％。

　埼玉県においては高いもの
の、全国と比べると下回る状況
が続いている。

３　和光市の統計からみえる現状

（１）人口動態の推移 （２）相談件数の推移 （３）審議会等における
委員の状況

　転入・転出による社会動態増
減は、平成26年度以降増減を
繰り返すが、平成30年度は前
年に比べて474名増加。

　出生・死亡による自然動態増
減は、平成29年度より減少。

　女性相談の実施件数は、平成
28年度から100件を下回る。

　ＤＶ相談件数は、年々増加し、
令和元年度は７３件。
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４　令和元年度和光市男女共同参画に関する
　　市民意識調査結果の概要

調査方法 郵送

調査対象 和光市内に在住する満２０歳以上の男女

調査期間 令和元年（２０１９年）８月１６日（金）～８月３０日（金）

回収結果 ６９５件/２,０００件（有効回収率：３４.８％）

調査方法 学校において授業、朝会、ホームルーム等で実施 

調査対象 和光市立の全小中学校に通う小学４年生、中学２年生 

調査期間 令和元年（２０１９年）９月９日（月）～９月２４日（火）

回収結果 小学生７１４件／７１５件（有効回収率：９９.８％） 
中学生４９３件／５３１件（有効回収率：９２.８％） 

【小・中学生意識調査実施概要】

【市民意識調査実施概要】
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（１）男女の地位の平等感 （２）性別による役割分担意識

４　令和元年度和光市男女共同参画に関する
　　市民意識調査結果の概要

　「男女の地位は平等になっている」
〇「学校」では、最も高く69.5％
〇「社会通念・習慣など」では、16.3％

「そう思わない」、

「どちらかといえば
そう思わない」を合
わせた割合

〇「市民」・・・・59.3％
〇「中学生」・・60.6％
〇「小学生」・・40.6％

市民
59.3％
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４　令和元年度和光市男女共同参画に関する
　　市民意識調査結果の概要

（４）夫婦・恋人間の暴力と認識される
　　　行為（まとめ）

（３）家庭生活での役割分担

　「共同して分担」していること
〇地域の行事への参加・・・26.8％
〇重大事項の決定・・・・・・・51.9％

〇「身体に対する行為」・・・・・・・　９７.８％
〇「精神的な嫌がらせ・脅迫」・・　９１.１％　
〇「強制的な性行為」・・・・・・・・ 　９１.５％
〇「経済的な行為」・・・・・・・・・・　 ７７.６％ 7



５　第３次わこうプランの数値目標の達成状況

・目標を達成した指標は
1つ。

・策定時の数値より改善
した指標の数は12個。

・策定時の数値を下回っ
た指標の数は4つ。

※　全18項目中
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第４次わこうプランでは、第３次わこうプランの主な取組と今後の課題について記載。

６　第３次わこうプランの振り返りと今後の課題（抜粋）

基本
目標

主な取組 内容 → 課題・対応

1
男女共同参画意識
の浸透と定着

男女共同参画情報紙の発行による情
報提供 →

依然として性別による固定的な役割分担意識が根付
いている。引き続き、男女共同参画の視点での表現を
浸透させ、意識啓発に努める。

２
ＤＶ等の防止に向け
た情報提供や啓発

デートＤＶ防止セミナーや庁内連携会
議にて知識の普及・啓発を強化 →

若年層への啓発機会が不足しており、セミナーの実施
回数を増やすなど、アプローチの機会確保が必要。

３
仕事と家庭の両立
支援

保育所等及び学童クラブの整備、子
育て参加しやすい環境づくり →

保育所等の整備を行っているものの、待機児童が解
消される状況には至らないため、引き続き、整備を進
め、子育て支援の充実を図る。

４
防災・災害復興体制
に関する男女共同
参画の取組の推進

地域防災訓練の実施と「ＢＯＳＡＩまち
づくり伝道師養成講座」により、女性
リーダーの育成に取り組む

→

防災・災害対応は、地域における共助が不可欠である
ため、自主防災組織にも女性の参画を促し、女性リー
ダーの育成を継続する。

５
庁内における男女
共同参画の推進

一人ひとりの能力が発揮されるよう環
境整備に努める。 →

庁内における指導的立場にいる職員の割合は、依然
として男性の割合が高い。男女共同参画推進体制の
強化と市内事業所の模範として、人材の適切な育成及
び活用を継続する。 9



７　計画の体系
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８　基本目標１　
　　人権の尊重と男女共同参画を進める意識づくり

▶　男女共同参画社会の実現に向けて、人権尊重意識や男女平等意識の啓発・理解促進を図り、誰もが尊
重され、個性や能力を十分に発揮し、健康に暮らせる環境づくりを進めます。

▶　人権尊重意識の啓発・固定的役割分担意識の解消

重点項目

指標

基本目標

方針
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８　基本目標２　
　　配偶者等からの暴力の根絶

▶　あらゆる暴力の根絶に向けて、暴力を許さない意識の醸成や幅広い年齢層に向けた周知や教育を進めま　　　　　

す。また、ＤＶ被害者の相談体制や安全に配慮した保護体制の強化、自立支援の充実を図ります。

指標

▶　若年層に対する啓発・教育

重点項目

基本目標

※方針3は、目標値の設定が困難であるため、指標を設けないこととします。

方針
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８　基本目標３　
　　あらゆる分野における男女共同参画と女性活躍の支援

▶　長時間労働などの男性中心型労働慣行を解消し、男女ともに働きやすい環境の整備に取り組むとと
もに、地域や政治などあらゆる場面で、男女が対等に参画できるよう女性登用を積極的に推進します。

指標

▶　審議会等への女性の登用促進

重点項目

基本目標

方針
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８　基本目標４　
　　男女共同参画の推進体制強化と地域環境整備

▶　誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、男女共同参画の視点を取り入れた防災対策を進めます。さら
に、さまざまな生活上の困難を抱えた方が安心して暮らせる環境を整備します。また、男女共同参画社会の実現
に向け、庁内における連携強化を図るとともに、男女共同参画に関する情報の積極的な周知に努めます。

指標

▶　男女共同参画行政の推進

重点項目

基本目標

方針
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９　パブリック・コメントについて

■意見の提出期間
　 令和３年１月４日（月）～令和３年１月２５日（月）　※郵送の場合、当日消印有効

■意見を述べることができる人の範囲

• 市内に住んでいる人、市内の会社等に勤めている人
• 市内の学校に通っている人
• 市内に会社等を持っている個人及び法人その他の団体
• 上記の他、和光市に納税義務がある人、この案件に利害関係がある人

■説明会
　 令和３年１月８日（金）１１時００分　市役所６階６０３会議室
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９　意見の提出方法

• 和光市総務部総務人権課庶務・人権担当へ
• 持参または郵送先　〒351-0192　和光市広沢1番5号
• Ｅmail：a0400@city.wako.lg.jp
• Ｆax　 ： 048-464-1234
• Ｌine公式アカウント：市民参加をタッチして指示に従って入力してください。
　　　　　　※　意見提出者の住所、氏名（法人・団体名）は必ずご記入ください。

＊　匿名のご意見は提出できません。
　　（意見提出者の住所、氏名を公表することはありません）
＊　文章により提出することが困難な人は、録音テープ等で提出することができます。

■　問い合わせ　:　和光市総務部総務人権課庶務・人権担当　  a0400@city.wako.lg.jp
　　　　　　　　　　　 　ＴＥＬ／048-424-9094
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